
① 住民税を納付書で納めている方の場合（非課税の方には発送されません）

② 住民税を給与から天引きされている方の場合

住民税課税標準額の確認方法

　６月中旬に役場税務課から発送される住民税の納付書に同封されている「村民税・県民税税額
決定通知書兼納税通知書」にて確認できます。

　５月中旬に役場税務課から事業所を通じて送られる「給与所得等に係る村民税・県民税・特別
徴収税額の決定通知書」で確認できます。

住民税課税標準額はこの欄
に記載されています。

住民税課税標準額はこの欄
に記載されています。



③ 上記以外には「村県民税課税証明書」（手数料１通につき300円）を取得することで
　確認が出来ます。身分証明書と印鑑をお持ちのうえ、役場税務課で申請してください。
　本人又は同世帯の親族以外が申請する場合は委任状が必要となります。

住民税課税標準額はこの欄
に記載されています。


